
 政 策 ６－２  

   

１．政策名 

 

  国際的な金融監督基準及び金融サービス貿易のルール策定への積極的な貢献 

 

２．政策の目標 

 

（目標） 

自己資本比率に関するバーゼル合意（いわゆるＢＩＳ規制）の見直しの最終案の策定

など、国際的なフォーラム等における金融監督基準の策定及び金融サービスの自由化・

円滑化に関する国際ルール策定に積極的に貢献する。 

（業績指標）各国際機関等における各種ルール策定への参画状況 

 

（説明） 

近年世界各国の経済及び金融システムの相互連関がますます深まる中で、国際的な取

組みを通じて、各国の金融システムの安定を図ることは、国際金融システムの安定と発

展にとり不可欠であると共に、我が国の金融システムの一層の安定化にも繋がる重要な

施策であると考えています。 

また、近年世界の多くの国で金融サービスの自由化や規制緩和への取組みが行われる

中、国際的な金融サービス貿易のルール策定を通じて、各国の金融システムの適切かつ

秩序ある自由化を促進することは、世界経済の健全な発展に資すると共に、我が国金融

機関の海外での事業活動にも好影響をもたらすものであると考えています。 

 

３．現状分析及び外部要因 

 

金融庁が参加する主な国際的なフォーラム等の概要は以下のとおりです。 

 

（１）バーゼル銀行監督委員会（Basel Committee on Banking Supervision) 

バーゼル銀行監督委員会は、1975 年に設立され、現在ベルギー、カナダ、フランス、

ドイツ、イタリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、スペイン、スウェーデン、スイ

ス、英国及び米国の銀行監督当局及び中央銀行から構成されています。 

活動目的としては、①特定の銀行監督問題に関する話し合いの場の提供、②国際的に

活動する銀行に対する監督の有効性を確保するための銀行の海外拠点に関する各国当

局間の監督責任の分担の調整、③国際的な銀行業務の健全性と安定性を強化するための

共通の監督基準の設定が挙げられます。 



銀行の自己資本比率に関するバーゼル合意（いわゆるＢＩＳ規制）は、国際的に活動

を行っている銀行に対する最低基準として、銀行システムの健全性及び銀行間の競争条

件の公平性の確保の観点から 1988 年にバーゼル銀行監督委員会において合意されたも

のです。これまで、金融機関の状況変化に応じて、マーケットリスク規制の導入（1998

年 3 月期～）などの改訂が行われてきましたが、現行のＢＩＳ規制は、近年の金融技術

の進展等から、必ずしも現在の金融機関の状況に適合しなくなってきたことから、同委

員会では、1998 年にＢＩＳ規制の抜本的見直しについて検討を開始しています。 

 

（２）証券監督者国際機構（International Organization of Securities Commissions (Ｉ

ＯＳＣＯ)） 

ＩＯＳＣＯは、1974 年に設立された 102 の国・地域（2003 年 6 月末現在)の証券監

督当局、証券取引所等から構成されている国際的な機関です。加盟機関の総数は 168

機関（2003 年 6 月末現在）となっています。 

活動の柱としては、①公正・効率的・健全な市場を維持するため、高い水準の規制

の促進を目的として協力すること、②国内市場の発展促進のため、各々の経験につい

て情報交換すること、③国際的な証券取引についての基準及び効果的監視を確立する

ため、努力を結集すること、④基準の厳格な適用と違反に対する効果的執行によって

市場の健全性を促進するため、相互に支援を行うこと、の４つが挙げられます。 

 

（３）保険監督者国際機構（International Association of Insurance Supervisors（Ｉ

ＡＩＳ）） 

ＩＡＩＳは、1994 年に設立され、現在、世界の各国、地域から 110 以上の保険監督

当局がメンバーとして参加しています（2003 年 6 月現在）。 

活動目的としては、①保険監督者間の協調の促進、②国際保険監督基準の策定、③

加盟国（特に新興市場国）における監督基準に則った保険制度確立の支援、④他の金

融分野の監督機関との連携が挙げられます。 

 

（４）ジョイント・フォーラム（Joint Forum） 

ジョイント・フォーラムは、バーゼル銀行監督委員会、ＩＯＳＣＯ及びＩＡＩＳを

母体として設立され、金融コングロマリットの監督上の諸問題、銀行・証券・保険の

各分野に共通する監督上の諸問題を検討する合同会合です。メンバーは、各分野を代

表する主要な監督者で構成され、我が国を含む 13 ヶ国の関係監督当局の代表が参加し

ています。 

 

（５）世界貿易機関（World Trade Organization（ＷＴＯ）） 

ＷＴＯは世界の自由貿易体制の維持・強化のために中心的な役割を担ってきたＧＡ



ＴＴ体制を発展させる形で 1995 年に設立され、現在約 140 か国が加盟しています。金

融を含むサービス分野に関するルールは、ＷＴＯ設立協定の不可分の一部であるＧＡ

ＴＳ（General Agreement on Trade in Services）に規定されており、最恵国待遇（Ｍ

ＦＮ）、各国が提出した「約束表」に記載されている分野についての市場アクセス（他

の加盟国に対する参入制限等をしないこと）及び内国民待遇（内外無差別）を保障す

る義務を負うという規律の枠組み等を定めています。ＧＡＴＳ第 19 条では、漸進的に

一層高い水準の自由化を達成するため、協定発効日から５年以内にサービス交渉のラ

ウンドを開始し、その後も定期的に行う旨定められており、この規定に従い、2000 年

2 月から我が国を含む加盟国による自由化交渉が始められています。 

 

４．事務運営についての報告及び評価 

 

（１）事務運営についての報告 

14 年事務年度における本政策目標に係る実施状況は以下のとおりです。 

 

① バーゼル銀行監督委員会 

我が国は、バーゼル銀行監督委員会が議論して結論付けた各種の監督上の基準等は、

各国の実情を反映し、より適切な環境整備に貢献するものであると考えています。こ

のような観点から、14 事務年度も引き続き、委員会に設置されている全ての小委員会

に専門家等を出席させ、以下に述べるような様々なルール策定や指針の確立等の作業

に積極的に参画しました。 

ＢＩＳ規制の見直し作業においては、我が国は、新たな規制が、①銀行のリスク管

理能力向上にインセンティブを与えるような枠組みになること、②銀行実務にも整合

的で柔軟な枠組みになること等の観点から、銀行の内部格付を利用した信用リスク計

測方法のあり方等について積極的に提案を行いました。 

公表資料等については、ホームページ上で紹介しています※１。 

ア．ＢＩＳ規制の見直し 

（ア）基本的視点 

ＢＩＳ規制の見直しは、当局管理型の監督から、自己管理と市場規律を中心

とした監督への転換を図り、また、銀行経営上のリスクをより正確に計測する

という視点から作業が進められています。 

（イ）見直し後のＢＩＳ規制の構成 

今回の見直し作業は以下の３つの柱から構成されています。 

ａ．第一の柱 最低自己資本比率 

                                                 
※１ http://www.fsa.go.jp/inter/bis/bis_menu.html 
 



現行ＢＩＳ規制を以下の２点をポイントとして見直します。 

（ａ）信用リスク計測の精緻化 

銀行に、現行規制に比較的近い内容の標準的手法と銀行が内部管理のた

めに行っている格付を利用した内部格付手法のうちから選択することを認

めます。 

（ｂ）オペレーショナル・リスクの計測 

事務事故や不正行為によって損失が生ずるリスクについても、複数の計

測手法を提案し、銀行の選択にゆだねます。 

ｂ．第二の柱 監督上の検証 

銀行自身に自らの経営の特色とリスクの実状を踏まえた自己資本戦略の策

定を求め、その内容を当局が検証していきます。 

ｃ．第三の柱 市場規律 

銀行に対し、リスクや資本構成の開示（ディスクロージャー）を求め、そ

れを通じて市場規律の実効性を高めます。 

（ウ）作業の進捗状況 

委員会は、ＢＩＳ規制見直しに関する第２次案（2001 年 1 月公表）に対し

寄せられたコメントの検討と銀行界との意見交換等を継続して行いました。

また、2002 年 10 月には新ＢＩＳ規制の影響度に関する調査を行いました。そ

れらの結果を踏まえ、2003 年 4 月にＢＩＳ規制見直しに関する第３次案を公

表しました（コメント期限：2003 年 7 月末）。委員会は、第３次案に対するコ

メント等を踏まえ、本年末までに新ＢＩＳ規制を完成することを目指してい

ます。その後、国内での準備期間を経て、2005 年末から試験的な計算を開始

し、2006 年末から本格実施に移す方向で検討を進めています。 

 

イ． オペレーショナル・リスク管理の指針作成 

２００３年２月、「オペレーショナル・リスクの管理と監督に関するサウン

ド・プラクティス」を公表し、見直し後のBIS 規制の下で、オペレーショナル・

リスクの効果的管理及び監督のための枠組みを規定する一連の原則を示しま

した。 

 

ウ．銀行のディスクロージャー向上 

委員会は、国際的に活動する主要な銀行を対象とした、2001 年度版年報の

ディスクロージャー・サーベイを実施し、その結果を 2003 年 5 月に公表しま

した。本報告書は、（ア）ＢＩＳ規制見直し案における第三の柱（市場規律の

促進）で示されている開示項目と比較をするために、銀行による開示実務の現

状について確認することや、（イ）分野毎のディスクロージャー状況を示すこ



とによって、銀行監督者や銀行業界にとって今後の手引きとなることを目的と

しています。 

 

② 証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ） 

ＩＯＳＣＯの中心的活動である（ア）各国の証券市場の実態及び証券規制手法の

把握、（イ）これらを踏まえた証券規制のスタンダードの作成及び（ウ）その実施の

作業は、我が国及び各国の証券規制水準の向上に資するものであります。このよう

な観点から、平成 14 事務年度も引き続き、ＩＯＳＣＯでの基準策定の作業等につい

ての実質的な意思決定機関である専門委員会（Technical Committee）を始め、理事

会及びアジア・太平洋地域委員会のメンバーとして、また専門委員会の下に置かれ

ている議長委員会や５つの常設委員会等のメンバーとして、以下に述べるような国

際的な証券規制の原則策定等に積極的に参画しました。 

公表資料等については、ホームページ上で紹介しています※２。 

 

ア． 議長委員会における活動 

（ア）監査・開示の問題に関する取組み 

議長委員会は、2002 年６月の会合において「開示・透明性に関するタスク・

フォース」及び「監査に関するタスクフォース」を設置し、証券市場におけ

る投資家の信認確保のために必要な「開示・透明性」、「監査人の監督」及び

「監査人の独立性」の３つの課題について、金融庁からも参加して検討を進

めました。その結果は、2002 年 10 月に「上場企業による継続開示及び重要な

事項の報告に関する原則」、「監査人の独立性及びそのモニタリングにおける

企業統治の役割に関する原則」及び「監査人の監督に関する原則」の３つの

証券規制当局を導く声明（ステートメント）としてとりまとめられて専門委

員会に報告され、同月に専門委員会から発表されました。ＩＯＳＣＯは、こ

れら３つの原則を金融安定化フォーラム（ＦＳＦ）に報告しました。 

我が国は、監査人のあり方について、我が国の制度を踏まえて積極的な提

案を行ったほか、上記の「上場企業による継続開示及び重要な事項の報告に

関する原則」の付属文書において我が国の開示制度が例として挙げられる等、

議論に積極的に参加しました。 

 

（イ）証券アナリスト及び信用格付機関の問題に関する取組み 

2003 年 2 月に、金融庁が議長を務めた「証券アナリストに関するプロジェ

クト・チーム」（専門委員会の下に 2001 年 3 月に設置）が証券アナリストの

                                                 
※２ http://www.fsa.go.jp/inter/ios/ios_menu.html 



利益相反問題に係る報告書をとりまとめました。現在、これを踏まえて、「証

券アナリストに関する原則」のとりまとめに向けて検討しています。また、「信

用格付機関に関する原則」のとりまとめに向けても検討しています。 

 

イ．常設委員会等における活動 

証券規制に係る以下の主要な領域について、常設委員会等で検討を行っています。 

（ア）会計・監査等の問題に関する取組み 

「多国間ディスクロージャー及び会計」常設委員会では、多国間市場にお

ける証券の募集及び上場に係る「会計」、「監査」及び「ディスクロージャー」

を検討課題としています。会計については、2001 年 4 月に設立された国際会

計基準審議会（ＩＡＳＢ）では国際財務報告基準（ＩＦＳＲ）の整備・改善

作業を進めてきているところであり、本委員会ではそのレビューを行ってい

ます。 

監査については、国際会計士連盟（ＩＦＡＣ）に設置された国際監査・保

証基準審議会（ＩＡＡＳＢ）が作成する国際監査基準（ＩＳＡ）のレビュー

を行っているほか、2003 年 3 月の金融安定化フォーラム（ＦＳＦ）プレスリ

リースを受け、ＩＡＡＳＢの作業に対する公益の観点からの監督のあり方に

ついて議論を行っています。 

開示については、1998 年 9 月の年次総会（ナイロビ）で決定された「外国

発行体によるクロスボーダーの株式募集・上場に係る国際開示基準（ＩＤＳ）」

の拡充等について検討しています。また、「経営者による財政状態と経営成績

の検討と分析（ＭＤ＆Ａ）に関する一般原則」をとりまとめて専門委員会に

報告し、2003 年２月に専門委員会から発表されました。 

 

（イ）流通市場規制 

「流通市場規制」常設委員会では、「売買停止と市場閉鎖」についての報告

書を 2002 年 10 月にとりまとめ、「指数化：証券指数と指数デリバティブ」に

ついての報告書を 2003 年 2 月にとりまとめ、専門委員会の報告書としてそれ

ぞれ公表しました。また、空売りの透明性、自社株買いに係る規制等につい

て検討を行っています。 

 

（ウ）市場仲介者の規制・監督 

「市場仲介者」常設委員会では、クロスボーダーの環境下にある市場仲介

者の規制のあり方や証券会社の自己資本規制の比較等について検討を行って

います。 

 



（エ）法務執行及び情報交換 

「法務執行及び情報交換」常設委員会では、証券分野の情報交換を促進す

るために、2002 年 5 月のＩＯＳＣＯ年次総会で採択された多国間 MOU

（Memorandum of Understanding）の署名申請国に対する審査を行っています。 

また、国際間にわたる証券犯罪に対応するため、各国当局間で情報提供や

協力がより円滑に行えるよう検討を行っています。さらに、本人確認等に関

するタスク・フォースにおいて、証券分野における各国の本人確認制度につ

いての調査・分析を行っています。 

 

（オ）集団投資スキーム(CIS)の規制・監督 

「投資管理」常設委員会では、「（集団投資スキーム（ＣＩＳ）の）払戻し

の停止：2001 年 9 月 11 日のケーススタディーと一般原則」、「投資管理のリス

ク評価」及び「投資管理：規制上懸念のある分野とリスク評価方法」につい

ての各報告書を 2002 年 10 月にとりまとめ、専門委員会の報告書として公表

しました。また、「リテール投資家によるヘッジ・ファンドへの投資から生じ

る規制及び投資家保護に関する課題」及び「ＣＩＳによる運用実績表示基準：

ベスト・プラクティスの基準」についての各報告書を 2003 年 2 月にとりまと

め、専門委員会の報告書として公表しました。さらに、ＣＩＳへの投資に係

る手数料の開示といった課題についての検討を行っています。 

 

（カ）証券決済システム 

Ｇ１０中央銀行からなる支払・決済システム委員会（ＣＰＳＳ）とＩＯＳ

ＣＯ専門委員会が合同で 1999 年 12 月に設置した証券決済システムに関する

タスク・フォースは、「証券決済システムのための勧告」（ＣＰＳＳ及びＩＯ

ＳＣＯ専門委員会が 2001 年 11 月に公表）についての各国の実施状況を評価

するための詳細な評価指針（評価メソドロジー）について検討を行い、2002

年 11 月に「『証券決済システムのための勧告』を評価するためのメソドロジ

ー」をとりまとめ、ＣＰＳＳ及びＩＯＳＣＯ専門委員会の報告書として公表

しました。タスク・フォースは、現在、証券決済システムにおける中央清算

機構のリスク管理のあり方について検討を行っています。 

 

③ 保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ） 

我が国は、ＩＡＩＳにおいて各国の保険監督制度の実状等を踏まえて作成された各

原則等は、保険監督水準の向上に資するものであると考えています。このような観

点から、平成 14 事務年度も引き続き、執行委員会、専門委員会の他複数の小委員会

の議論に積極的に参加し、以下に述べるように各種の原則の策定等に積極的に貢献



しました。 

公表資料等については、ホームページ上で紹介しています※３。 

 

ア．保険監督原則、基準、指針の策定 

（ア）新たな監督原則・基準の承認 

2002 年 9 月の第 9回年次総会（サンチャゴ（チリ）開催）において、「再保険会

社の監督のための必要最低限の原則」を新たに承認しました。 

 

（イ）保険監督のコア・プリンシンプル(基本原則)等の改訂に向けた取組み 

2003 年 10 月の第 10 回年次総会（シンガポール開催）での採択を目指して「保

険コア・プリンシプル」及びその各国における遵守状況を審査するための評価細

目を示した「保険コア・プリンシプル・メソドロジー」の改訂作業を行っていま

す（注）。我が国は、我が国における保険監督・規制を踏まえ、また、2002 年６

月より開始された我が国に関する金融セクター評価プログラム（ＦＳＡＰ）の評

価作業の実施経験を反映させ、積極的に提案を行いました。 

（注）コア・プリンシプルは、保険監督全般にわたる基本原則であり、国際通貨

基金（ＩＭＦ）によるＦＳＡＰにおいても利用されています。ＦＳＡＰとは、Ｉ

ＭＦの全加盟国を対象とした、専門的な観点から一国の金融システム全体を総合

的に評価する作業です。 

 

（ウ）保険会社のソルベンシー（健全性）についての基準策定に向けた取組み 

2003 年 10 月の第 10 回年次総会（シンガポール開催）での採択を目指して、「ソ

ルベンシーと当局の措置に関する指針」及び「監督の一部としての保険数理人の活

用の指針」等の策定作業を行っています。 

 

（エ）再保険の監督原則策定に向けた取組み 

2003 年 10 月の第 10 回年次総会（シンガポール開催）での採択を目指して、「再

保険会社の監督基準」原則の策定作業を行っています。 

 

（オ）ディスクロージャー（情報開示）基準策定に向けた取り組み 

損害保険／再保険会社の保険契約に係る業績に関する開示基準の策定作業を行

っています。 

 

 

                                                 
※３ http://www.fsa.go.jp/inter/iai/iai_menu.html 



イ．保険監督原則、基準、指針実施のための技術支援 

ＩＡＩＳでは、新興市場国の保険監督の水準向上を図るため、地域セミナーの開

催や研修教材の作成を行っています。また我が国は、これらの活動を支援するため

の専門家コンサルタントを雇用する費用等をＩＡＩＳに拠出（2002 年度：3,367

万円）するなどの積極的な協力を行っています。 

 

④ ジョイント・フォーラム 

金融コングロマリットの国際的な業務展開や金融各分野の業態区分の不鮮明化に

より、各国監督当局の業態横断的な情報交換や連携強化の必要性が一層高まってきて

います。このような観点から、14 事務年度も引き続き、各会合における以下に述べる

ような作業に積極的に参画しました。 

公表資料等については、ホームページ上で紹介しています※４。 

 

ア．リスクの管理、移転の調査 

銀行・証券・保険の各業態間におけるリスクの統合管理、経営リスクの移転につ

いて調査しています。 

 

イ．情報開示の状況に関する調査 

銀行・証券・保険の監督当局が構成する作業グループが 2001 年 4 月に発表した

情報開示に関する提言を、3業態（銀行・証券・保険）等の市場参加者がどの程度

満たしているかの調査を行っています。 

 

⑤ 世界貿易機関（ＷＴＯ） 

現在ＷＴＯの場で自由化交渉が行われているサービス・セクターの中でも、金融

サービスは、経済活動の基盤として、特に重要です。 

 近年、世界的に金融自由化が進展する中、ＷＴＯでの交渉等を通じて、各国の適

切かつ秩序ある自由化を促進することは、各国の金融サービスの発展を通じて新興

市場国の経済発展をもたらすものと考えています。さらに、ＷＴＯでの交渉等が各

国の金融サービスの更なる自由化を促すことになれば、我が国金融機関の海外での

事業活動に資するものであると考えています。平成 14 事務年度は、このような観点

から、以下に述べるように、ＷＴＯサービス分野の自由化交渉に積極的に参加しま

した。 

 

ア．リクエスト・オファー交渉の開始 

                                                 
※４ http://www.fsa.go.jp/inter/ios/ios_menu.html 
 



2002 年 7 月より、各国が提出した初期リクエスト（各国への自由化要請）に基

づき、二国間交渉が行われており、我が国はこれまで米国、ＥＵ、カナダ等の先進

国や、中国、韓国、ＡＳＥＡＮ諸国等のアジア地域の新興市場国を中心に協議を行

っています。我が国の金融分野における初期リクエストの内容は、外資規制、役員

の国籍要件等の拠点設置にかかる市場参入制限の撤廃のほか、内外差別的な国内規

制の改善を求めるものが中心となっています。 

 

イ．初期オファー（自国の自由化提案）の提出 

2003 年の 3 月末には、ドーハ閣僚宣言で定められたスケジュールに従い、これ

までの各国との交渉を踏まえ、自賠責法改正による政府再保険制度の撤廃や、投信

法改正による外国投資信託委託業者への支店形態での本邦進出の認容など、我が国

現行法制の下での自由化措置を適切に反映した形で我が国の初期オファーの提出

を行いました。 

 

（２）評価 

金融庁においては、国際的な金融監督基準・金融サービス貿易のルール策定を検討

している、バーゼル銀行監督委員会、ＩＯＳＣＯ、ＩＡＩＳ、ジョイント・フォーラ

ム及びＷＴＯ等の各種の国際的なフォーラム等の作業に参加し、積極的な貢献を行い

ました。これらの国際的なフォーラム等が作成した基準、原則、報告等は、各国の金

融当局が行う規制・監督に活用されることが期待されます。 

 

① バーゼル銀行監督委員会 

我が国は、（１）①で述べたように、委員会に設置されている全ての小委員会に専

門家等を出席させ、様々なルール策定や指針の確立等の作業に積極的に貢献しました。

ＢＩＳ規制の見直し作業においても、我が国は、銀行の信用リスク計測方法のあり方

等について、個人向け・中小企業向けの融資の特性を考慮した取り扱いを盛り込むこ

とを提案する等、重要な貢献を行いました。 

 

② 証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ） 

我が国は、（１）②で述べたように、専門委員会、理事会、アジア・太平洋地域委

員会、議長委員会、５つの常設委員会等のメンバーとして、国際的な証券規制の原則

策定等に積極的に貢献しました。例えば、我が国は、証券アナリストに関するプロジ

ェクト・チームの議長を務めました。また、監査・開示の問題に関する議論において、

我が国の監査人監督制度を反映した原則としたほか、我が国の継続開示制度が、継続

開示制度のアプローチの一類型として取り上げられる等、重要な貢献を行いました。 

 



③ 保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ） 

我が国は、（１）③で述べたように、執行委員会、専門委員会の他複数の小委員会の

議論に参画し、各種の原則の策定等に積極的な貢献を行いました。特に、コア・プリ

ンシプル改訂の議論において、我が国における保険監督・規制を踏まえ、また、我が

国に関するＦＳＡＰの評価作業の実施経験を反映させ、新たなコア・プリンシプルが

各国の実情に即しつつ、その保険監督・規制の向上に資するものとなるよう精力的に

起案に参画する等、重要な貢献を行いました。 

 

④ ジョイント・フォーラム 

我が国は、（１）④で述べたように、各会合の議論に参画し、各種の報告等の作成

に積極的な貢献を行いました。 

 

⑤ 世界貿易機関（ＷＴＯ） 

我が国は、（１）⑤で述べたように、加盟国に対して市場参入制限や内外差別的な国

内規制の撤廃・緩和を求め、また、本年３月末に初期オファーを提出するなど、金融

サービス分野の自由化交渉の進展に積極的な貢献を行いました。 

 

５．今後の課題 

 

（１）バーゼル銀行監督委員会 

我が国は、各国の実状等を踏まえて作成されたバーゼル銀行監督委員会の各種の監

督上の基準等が、より適切な環境整備に貢献するものであると考えており、引き続き

国際的な銀行監督ルール策定や銀行の健全なリスク管理指針の確立等に積極的に貢献

していくことを目指します。現在バーゼル委員会での議論の中心となっているＢＩＳ

規制の見直し作業については、我が国は、銀行のリスク管理能力向上へのインセンテ

ィブの付与や、銀行実務との整合性等の観点から、引き続き積極的に提案を行ってい

く必要があります。 

 

（２）証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ） 

我が国は、各国の証券市場等の実状等を踏まえて作成された諸原則や報告書等が、

証券規制水準の向上に資するものであると考えており、今後も引き続き、理事会、専

門委員会等の主要メンバーとして、国際的な証券規制の原則策定等により一層積極的

に貢献する必要があります。 

 

（３）保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ） 

我が国は、各国の保険監督制度の実状等を踏まえて策定された各原則等が、保険監



督水準の向上に資するものであると考えており、引き続き執行委員会や専門委員会等

の主要メンバーとして、国際的な保険監督の原則の策定等により一層積極的に貢献す

る必要があります。 

 

（４）ジョイント・フォーラム 

金融コングロマリットの国際業務の活発化や金融業態区分の不鮮明化が日々刻々進

んでいることに対応すべく、各国監督当局の業態横断的な情報交換や連携強化に引き

続き積極的に貢献する必要があります。 

 

（５）世界貿易機関（ＷＴＯ） 

適切かつ秩序ある金融サービス自由化のためのルール策定をＷＴＯでの交渉等を通

じて促進することは、各国の経済発展に資するとともに、我が国金融機関の海外での事

業活動に資するものと考えており、今後も引き続きサービス分野の自由化交渉により一

層積極的に参加していく必要があります。 

 

以上を踏まえ、平成 16 年度においても、国際会議等のための予算要求を行う必要があ

ります。 

 

６．当該政策に係る端的な結論 

前述４．（２）のとおり、政策の達成に向けて成果は上がっており、引き続き各フォー

ラム等での議論に積極的に参画して国際的な金融システム安定のためのルール策定に取

り組む必要があります。 

 

７．学識経験を有する者の知見の活用 

   

政策評価に関する有識者会議 

 

８．注記（政策効果の把握方法又は評価に使用した資料等） 

〔政策効果把握方法〕 

政策効果は、バーゼル銀行監督委員会等の国際機関等における各種ルール策定への参画

状況等を参考にしつつ、把握に努めました。 

〔使用資料等〕 

・ 各国際機関等における各種ルール策定への参画状況 

 

９．担当部局 

  総務企画局国際課 


